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議会議員の報酬
議  長 副議長 議員

月額 月額 月額
370,000円

期末手当

【６ 月期】　 1.7  月分
【12月期】　 2.0  月分 × ［月額＋役職加算額］※役職加算額：月額×45％

290,000円 260,000円

給料月額（各年４月１日現在）
令和７年度 令和６年度 令和５年度

平均月額

（平均年齢 39.4 歳）
325,980円

（平均年齢 40.3 歳）
315,100円

（平均年齢 40.0 歳）
309,600円

初任給（大学卒）
220,000円 196,200円 185,200円

初任給（高校卒）
197,800 円

円

173,600円 161,600円

勤務実績などに応じて支給されるもの

時 間 外
勤 務 手 当
特 殊 勤 務
手 当
期 末 勤 勉
手 当
退 職 手 当

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給

危険・困難な業務などに従事したときに支給

期末　6月［1.250 月分］　12月［1.250 月分］
勤勉　6月［1.05 月分］　  12月［1.05 月分］

勤続年数や退職理由に応じて支給

…

…

…

…

給与の支給

特別職の給料
町  長 副町長 教育長

月額 月額 月額
750,000円

期末手当

【６ 月期】1.525月分
【12月期】1.725月分 ×［月額＋役職加算額］※役職加算額：月額×45％

637,000円 593,000円

給与の種類

毎月決まって支給されるもの

給 料
地 域 手 当
扶 養 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当
管理職手当

職種や勤務に応じた給料表に定める額

給料・扶養手当・管理職手当の合計額の 12％

配偶者や子などの扶養人数に応じて支給

町内の住宅所有者や賃貸住宅居住者に支給

運賃や通勤距離に応じて支給

管理職（課長以上）の職責に応じて支給

…
…
…
…
…
…

級別の一般職員数

１級 主事補
　    2人［1.6%］

２級 主事
　  18人［14.8％］

３級 主任主事
     26人［21.3％］

４級 主査
     19人［15.6％］

５級 副主幹
　  21人［17.2%］

６級 主幹
　  21人［17.2％］

７級 課長等　　
     10人［8.2％］

８級 参事
       5人［4.1％］

※技能労務職を除いた職員数で、上記一般行政の職員数とは異なります。

８級▼

３級 4級2級 5級 6級 7級

▼1級

人員数

※一般行政…議会・総務等　特別行政…教育委員会
　 公営企業等…上下水道・国民健康保険・介護保険

職員数（各年４月１日現在）
令和７年度 令和６年度 令和５年度

一般行政
　  91人

特別行政
　  21人

公営企業等
     12人

合計
   124人

　  90人

　  22人

     12人

   124人

　  90人

　  27人

     12人

   129人

まちからのおしらせ（人事行政運営状況の公表）

町職員の給与と人員数の状況
詳しくは
町HPで令和７年４月１日現在の概要をおしらせします。 問 総務課 ☎84-0310

まちからのおしらせ（医療機関への適正受診）

医療機関への
適正受診のすすめ

その１
かかりつけ医・かかりつけ薬局を
もちましょう
日常的に診察や健康管理などの相談
ができる医師や薬剤師をもつことで、
あなたの過去の病歴や処方薬、健康
状態に合わせた治療や相談を受ける
ことができます。

その２
はしご受診は控えましょう
重複する検査や投薬は、医療費が余
分にかかるだけでなく、かえって体
に悪影響を与える心配も…。現在の
治療に不安があるときは、医師と相
談しましょう。

その４
できるだけ
診療時間内に受診しましょう
夜間や休日の受診が増加すると、
緊急性の高い患者さんの治療に支
障をきたす場合があります。診療
時間内に受診できないか、一度考
えてみましょう。
心配なときは電話相談も利用してみましょう。

その３
お薬手帳を持ちましょう
薬は飲み合わせによって副作用が生
じることがあります。お薬手帳を活
用することで、医師や薬剤師が薬の
飲み合わせや、もらいすぎている薬
がないか確認できます。

適正受診ってなに？
必要な時に安心して医療を受けられるよ
うに、医療機関のかかり方を見直すこと
で、「できるだけ医療機関にかからない」
というものではありません。体の不調を
感じたら、早期に受診し、重症化しない
ようにしましょう。

適正受診の心掛け4か条

夜間のお子さんの体調不良には…
かながわ小児救急ダイヤルがおすすめ！
夜間、お子さんの体調のことで判
断に迷うことはありませんか？
家庭でどのように対処すればよい
か、すぐに医療機関にかかる必要
があるかなど、看護師等が相談に
応じます。

・相談時間：毎日、18時～翌 8時
・電話番号：♯8000
　※ダイヤル回線、IP 電話等の場合は 050-3490-3742

夜間や休日に急病になったとき
急病になった時は、まず、かかりつけの医師に電話で相談
してみましょう。
また、次の方法で受診することもできます。

・夜間・休日に、受診できる病院がわからない場合

・日曜・祝日の昼間の場合（内科・小児科）

小田原市消防本部へ電話すると、受診できる病院を確認
できます（夜間・日曜・祝日のみ受付）。
小田原市消防本部 ☎0465-49-0119（夜間・休日のみ）

電話で確認の上、受診してください。
足柄上地区休日急患診療所 ☎0465-83-1800
（開成町吉田島 580）
※診察時間：9時 30分～ 12時、
　　　　　　13時～ 16時 30分

詳しくはこちら▶

問 こ ど も 課 ☎84-0327
保険健康課 ☎84-0328


